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Ⅰ　はじめに

　本稿は、国際的な相続・贈与に際して「信
託」制度が利用される場合の国際的規律の在
り方と関連する課税問題について、主に日本・
ドイツ・フランスの法制を比較法の観点から
分析・考察することを目的とする。
　もともとイングランドや米国などのコモ
ン・ロー系諸国において発展してきた信託制
度であるが、それに近い制度ないしは類似の
制度が、現在ではコモン・ロー系諸国以外で
も、一部導入され、利用されるに至ってい
る。例えば、日本は、コモン・ロー系諸国で
発達してきた信託の制度を比較的純粋に導入
した国であると考えられてきた（1）。他方、ド
イツやフランスにおいては、コモン・ロー系
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の国々で発展してきた信託とは多様な面で異
なる Treuhand（ドイツ）、fiducie（フラン
ス）と呼ばれる国内法上の制度を有している
が、これらは各々の国の私法上、コモン・ロ
ー系の国々で発展してきた信託とは異なる制
度であることを前提として成り立っていると
いえる。国際的な信託の法的規律を考える際
にしばしば登場する「ハーグ信託条約」（2）に
は、当該条約上の「信託」を定義したとい
えそうな規定（3）があるが、その「信託」概念
にドイツ法上の Treuhand やフランス法上の
fiducie が含まれるかどうかについては、そ
れ自体、議論がある（4）。
　信託との関係で日本の税務当局が行う課税
に際して、「信託行為」には如何なるものが
含まれると解されるのか、また、「受益者」
に該当する者は如何なる者か。国際私法分野
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における抵触規定上の概念の解釈方法につい
ては、従来、法廷地実質法を基準にするのか
準拠実質法を基準にするのか国際私法独自の
基準によるのかという争いがあり、日本にお
ける通説的見解は国際私法独自の基準による
とする立場（国際私法独自説）である（5）が、
税法分野においても、一国内における税法上
の概念と私法上の概念との関係、および、税
法規定適用の対象となる事実関係の認定にお
ける準拠外国法の適用如何等について、多様
な意見が示されている（6）。
　本稿の用語法としても、「信託」概念を一
般化しすぎないことが重要であると考えられ
る。したがって、原則としてドイツ法上の
Treuhand やフランス法上の fiducie とはひ
とまず区別したうえで、具体的規定上の「信
託」概念の中にドイツ法上の Treuhand やフ
ランス法上の fiducie 等を含めうるかどうか
は、個別の規定ごとに考察されるべき問題で
あるとの立場を前提とする。
　以下では、フランスⅡ・ドイツⅢ・日本Ⅳ
の順に、各々、①国際的な相続・贈与等をめ
ぐって信託制度が用いられる場合の法的規律
の在り方と、②税法上の規律、とを紹介した
うえで、 ３ カ国の法制度の比較を踏まえて、
国際私法・税法各々の観点から法制度の今後
を展望する。
　なお、本稿では、第 I 章、第Ⅱ章、第Ⅲ章
の １ と ２ ⑴ ⅰ、第Ⅳ章の １ ⑴、第Ⅴ章の １ 、
及び、第Ⅵ章の執筆を主に的場が担当し、第
Ⅲ章の ２ ⑴ ⅱと⑵、第Ⅳ章の １ ⑵と ２ 、及
び、第Ⅴ章の ２ の執筆を主に宮本が担当して
いる。

Ⅱ　フランス

１.　信託の問題の準拠法
⑴　信託の成立・有効性を規律する法
　信託の準拠法に関する国際的な取決めとし
ては、前述のハーグ信託条約が存在する。し
かし、フランスは、現在にいたるまで、ハー

グ信託条約の締約国にはなっていない。また、
フランス国際私法上、信託の準拠法に関する
明文の抵触規定は存在しない。

　ⅰ　学　　説
　学説上は、準拠法を決する前提として、そ
もそも信託の成立や有効性に関する問題を如
何に性質決定するかを巡って議論を戦わせて
きた。１つの考え方としては、特徴に着目し
て、フランス法上の既存の法制度、たとえば、

「財団」として性質決定して準拠法を決めれ
ばよいという立場がありえた。または、目的
に着目して、生存者間信託については「贈与」、
遺言信託については「相続」の問題と性質決
定するという考え方もあり得る。しかし、こ
うした目的に照らした法性決定は、本来は極
めて多様性・多面性を有する信託を単純化し
すぎるおそれがあるし、特に相続と性質決定
する場合は、信託が有効とされる可能性が低
くなりすぎる、という問題点（7）があると指摘
されている。ある信託関係につき複数の目的・
特徴が併存することは珍しくなく、目的や特
徴に着目した法性決定の在り方が支持を集め
るには至っていない。
　他方で、最近は、信託の成立や有効性の規
律は、la loi de la source（「信託設定の原因
を規律する法」）に拠るべきとする立場（8）が
有力になっている。この立場からも、信託設
定が契約によってなされている場合、信託
の有効性の問題等が当該契約の準拠法によ
って規律される（9）ことになり、次に紹介する
Ganay 事件判決の方向性とも合致する。

　ⅱ　裁 判 例
　錯綜する学説に対し、裁判例は、むしろプ
ラグマティックに（悪く言えば、ケース・バイ・
ケースに）外国法に基づく信託のフランス国
内での効力を比較的寛容に認めてきた（10）と
評価されている。イングランドや米国の州と
いった信託を認める法域の法に基づいて設定
された信託の効力を認めることが否定された
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裁判例でも、その事案個別の事情から否定さ
れたにすぎないとされ、例外的に効力が否定
され得る場合として、①信託設定が法の詐取
的な意図の下になされたと解される場合（11）、
②相続人の遺留分が侵害された場合（12）、が
挙げられる（13）。
　信託の準拠法についての著名な裁判例とし
ては、一般に「Ganay 事件判決」（14）と呼称さ
れる事件があり、パリ控訴院はその判示の中
で、信託が双務的な契約を構成するとし、当
事者自治に基づいて指定された法によるとし
た。Ganay 事件は遺言信託に関するものでは
なく、信託設定者たる de Ganay 夫人が取消・
変更権を留保する生存者間信託に関する事案
である（即ち、1926年、パリに所在する米国
領事館において、米国の会社との間で信託契
約（15）が結ばれ、その約定では、夫人の生存
中は夫人がその利益を受け、夫人の死後は夫
人が指定しておいた親族のメンバーに信託財
産等が譲渡されることになっていた。ところ
が、夫人は、1942年の遺言で、それ以前の全
ての処分（dispositions antérieures）を取り
消すと定め、その後、1943年にパリで死亡し
た。そこで、夫人の遺産の取扱いをめぐり信
託の有効性が問題となった（16）。）
　他方、遺言信託の有効性等に関しては、後
述のドイツにおける主流の立場と同様、か
つては相続の問題と解されていたこともあ
るが、1975年の Dame B 事件判決（17）以降は、
遺言信託についても、フランス裁判例はその
有効性を相続の問題と性質づける立場をとっ
ていないと指摘されていた（18）。しかし、最
近の裁判例にはまた異なる方向性をとるもの
もある（19）とされ、まだ確定した判例準則が
あるとはいえない状況にある。
　なお、当事者の契約に基づいて設定された
信託の有効性の問題を当事者自治に基づく法
に拠らしめるとすると、当事者が契約の準拠
法を指定していなかった場合の処理が別途問
題となり得る。この場合については、ハーグ
信託条約の規律（20）と同様に、当該契約と最

も密接な関連性を有する法によることが提案
されている（21）。

⑵　信託準拠法と関連する他の法律関係の準
拠法との適用関係

　ⅰ　信託財産にフランス所在の財産が含ま
れる場合

　フランス所在不動産が信託財産となってい
るとしても、既にかなり前から、外国法に基
づく遺言信託のフランスでの効力は認められ
ている、との指摘がある（22）。しかし、一定
の場合、信託についてフランスで登録（23）を
行う必要が生じ得る等、フランス法の適用が
あり得る。

　ⅱ　夫婦財産関係・相続関係をめぐる紛争
の場合

　信託を認める法域の法を準拠法として有効
に設定されたといえる信託であっても、その
信託財産をめぐって夫婦財産関係や相続上の
争いが生じた場合、夫婦財産関係の準拠法や
相続の準拠法との関係で、規律の抵触が生じ
ることがあり得る。例えば、相続準拠法がフ
ランス法であるとき、信託設定によりフラン
ス法が認める遺留分が侵害されていると認め
られれば、信託準拠法が属する国では遺留分
の制度が存在していなくても、フランスにお
いて減殺請求を行うことはできる（24）と解さ
れてきた。

　ⅲ　フランス（国際）公序との関係
　外国法に基づいて設定された信託とフラン
ス公序との関係については、比較的新しい
2017年の破毀院の ２ つの判決（25）が注目され
る。この2017年の ２ つの判決の背景となった
事案は基本的に同様である。すなわち、米国
に住所を有するフランス人の男性が、後妻を
受益者として米国の州法を準拠法として信託
を設定した後に亡くなり、その結果、前妻と
の間に生まれた子の相続分が害されたとし
て、子らがフランスで遺留分減殺等を求めて
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訴えを提起したというものである。ここでは、
①信託が米国の州法に準拠して設定されてお
り、さらに、②米国の州法が当該信託財産（26）

との関係で相続準拠法になると考えられたと
ころ、相続準拠法たる当該米国州法には遺留
分の制度が存在しなかったことから、当該米
国州法を適用することはフランス公序に反す
る帰結をもたらすとして排斥されるか否かが
問題となった。結論として、フランス破毀院
は、相続準拠法たる外国法に遺留分の制度が
存在しないということ自体では、その外国法
の適用がフランスの公序に反することになる
とは認められない、という判断を示したが、
判決の中で、当該米国州法には遺留分ではな
いものの相続人保護の制度が存在すること
や、本件事件における相続人が経済的に困窮
状態にあるものではない（27）こと等を認定し
ており、判断の射程については不明確な部分
もある。

２.　２007年法によるフィデュシの制度の導入
の影響

⑴　国際私法上の規律に対する影響
　2007年、フランス民法に、新たに信託類似
の制度としてフィデュシの制度が導入され
た。大陸法系のフランス財産法等との相克が
問題視され、難産の末の導入であったが、既
に多くの先行研究（28）が示すように、コモン・
ロー諸国における信託（trust）とは多くの
点で異なる制度である。ただし、フランス国
際私法の観点からは、フランスの国内法とし
てフィデュシの制度が導入されたことによ
り、フランスがハーグ信託条約を批准するこ
とに対する抵抗が減少するのでないかとの展
望も示されている（29）。

⑵　税法上の規律に対する影響
　フィデュシの制度の導入にあたっての懸念
の１つは、信託類似の制度がフランスに導入
されると、当該制度の利用によって、フラン
スでの課税を回避しようとする動きが加速す

るのではないかという点にあった。そのため
もあってか、フランス民法典に導入されたフ
ィデュシの制度上、これを恵与（liberalités）（30）

のために利用することは禁じられており（31）、
極めて制限的な制度設計がなされている。
　さらに、税法等の改正に関する2011年法（32）

（以下、「2011年法」と呼ぶ）では、新たに、「信
託（trust（33））」をめぐってフランス法上の無
償譲渡税等が課される場合の明文規定が導入
された。また、この2011年法によって、フラ
ンス税法の地理的適用範囲を拡大することに
つながる改正が併せてなされた。

３.　信託と無償譲渡税
⑴　2011年法の施行前
　2011年法の施行前は、信託に関係する相続・
贈与等の無償譲渡関係を規律する税法上の明
文規定は存在しなかった。したがって、税務
当局も裁判所も、外国法に基づいて生存者間
信託が設定されていた場合または遺言信託が
設定された場合、信託に関係する各人の私法
上の権利義務を厳密に法的に分析し、それを
どのようにフランス税法上取り扱うべきかを
決していた（34）。
　この点、税法関連事件についての判決では
ないが、外国信託のフランス法上の性質決定
については、フランス破毀院の Zieseniss 事
件（35）が触れておく必要がある。Zieseniss 事
件では、生存者間贈与・遺贈（legs）及び信
託設定（36）が被相続人の処分任意分を超えて
なされていたことから、フランス民法上

3 3 3 3 3 3 3

の恵
与の減殺（réduction）（37）の順序を決する前
提として、外国法に基づく信託をフランス民
法上どのように位置づけるか（どのように性
質づけるか）が問題になった。破毀院は、設
定者の生存中は設定者が信託の収益を得て、
その死後、受益者が信託財産を付与される
定めの信託について、結論として、これを
受益者に対する「間接贈与」と性質づけた。
Zieseniss 事件破毀院判決は、一方で、信託
はその設定時に受託者に財産（38）が移転する
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点で、「遺贈」（死亡時まで被相続人が財産を
維持する）とは異なるとして、信託を遺贈と
同視することを否定している（39）。他方、受
益者に財産移転の効果が生じるのは贈与者の
死亡に際してであるとして、信託準拠法上は
信託設定者の死亡前の時点でも受益者がエク
イティ上の権利を取得していることを考慮し
ていない。受益者への財産移転の効果が生
じるのは信託設定者の死亡時であるとする
Zieseniss 事件での解釈は、後のフランス税
法（無償譲渡税）関連事件（40）における「譲
渡」の時期の解釈にも影響を与えたと指摘（41）

されている（42）。
　フランス税法上、信託に関する明文規定が
導入される以前の税法適用のプロセスとし
て、外国信託がフランスでの無償譲渡税の規
定を発動させるか否かを決するためには、当
該信託の準拠法たる外国法上の性質決定に従
うのではなく、フランス税法によって性質決
定を行うために必要な限りで当該外国法を知
れば足ると考えられた（43）。フランスにおい
て信託と課税との関係について裁判所の判断
が示された例は多くはない（44）が、その１つ
として、2018年のヴェルサイユ控訴院判決（45）

がある。信託に関する国際的な相続と課税関
係を検討するうえで興味深い事案であるの
で、少々長いが、次節で内容を紹介しておく。

⑵　2018年のヴェルサイユ控訴院判決
〔事実関係〕
◎信託設定
　1964年12月10日付けの契約（acte）により、
Ｆの祖母であるＤ（米国に居住）は、金融
資産（des avoirs financiers）を預けていた
The National Shawmut Bank of Boston との
間で信託を設定した。その後、Ｄは、財産管
理の目的で、受託者（trustee, le fiduciaire）
に金融資産を委ねた。信託契約書 4 条による
と、Ｄは、いつでも信託を変更または取り消
す権限を有していた。信託契約書 ２ 条による
と、Ｄは信託の収益を取得するものとされ、

信託財産をコントロールする権限も維持して
いた。
　Ｄには、相続人として ３ 人の子があった。
Ｆの母でありＡの妻である Elizabeth はその
うちの １ 人である。信託に関する約定 ３ A
条によると、設定者（constituant-donateur）
の死後、Ｄの ３ 人の子は信託収益だけ受け取
るものとされていた。そして、Ｄの ３ 人の子
のうちの誰かが死亡すると、信託財産たる金
融資産は、残ったＤの子、及び、死亡した子
の子らの間で分配するものをされていた（Ｄ
の子の子らは、35歳に達していることが条件
とされていた）。
◎設定者Ｄの死亡
　Ｄは、信託の取消しを行うことなく、1981
年12月15日に米国で死亡した。1981年 ３ 月 ２
日、Ｄの相続の届け出は米国でなされた。Ｄ
の死亡当日、受託者は70万912ドルほどの金
融資産を管理しており、Ｄの相続の届け出に
あたっての総資産額は87万１,945ドルであっ
た。Ｄの死亡にかかる相続税は、この額を基
礎として算出された。
◎設定者Ｄの娘（Elizabeth）の死亡
　2009年 １ 月29日、Ｄの娘である Elizabeth 
A. はフランスの Colombes 県（92）で死亡
した。Elizabeth は、その相続人となる ３ 人
の子（Pierre, François, F）を残した。それ
ら ３ 人の子は皆、そのときに35歳以上の年齢
であった。
　Elizabeth A の相続届け出（la déclaraliton 
de succession） は、2009年12月 に な さ れ
た。相続届け出においては、特に、1964年
12月10日に設定された米国信託（le trust 
américain）につき、Elizabeth A の死亡した
当日において30万525ユーロ84サンチームの
価値の存在が記されていた。Elizabeth A の
総資産額は72万２,２08ユーロに上り、無償譲
渡税はこれを基礎として算出された。
◎Ｆによる返還申立て
　2012年 １ 月 ２ 日、F は、フランスの税務署
に対し、 4 万１,5３6ユーロの返還を求める申
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立てを行った。Ｆによると、この額は、米国
信託にかかる金融資産に対する無償譲渡税額
にあたる。米国信託にかかる金融資産の虚有
権（nue-propriété）は既に Elizabeth A の相
続人に帰属しており、Elizabeth A が有して
いたのは一種の用益権（usufruit）のみであ
ったことから、米国の金融資産は無償譲渡税
の対象にならないはずである、というのが F
の主張であった。
　2012年 １ 月16日、税務当局は、この申立て
を却下する処分を行った。Ｆは、さらに不服
申立てを行ったが、調停人（conciliateur）は、
2012年 9 月 6 日付けの書面で、税務当局の判
断を妥当とする意見を示した。
◎Ｆによる訴訟提起
　そこで、Ｆは、2013年 7 月12日、ナンテー
ル大審裁判所に対し、税務当局 （la Direction 
générale des finances publiques）を相手取
って、訴訟を提起した。
　ナンテール大審裁判所は、2016年 １ 月 7
日、以下のように、F の請求を認容する判断

（Tribunal de grand instance de Nanterre, 
1re chmbre, 7 janvier 2016, n°13/10251）を下
した（即ち、2012年 ２ 月16日の申立却下の処
分を取消し、信託にかかる金融資産に関する
無償譲渡税の返還を命じる、との判断であ
る）。
　このナンテール大審裁判所の判決を不服と
し、税務当局が、Ｆを相手取ってヴェルサイ
ユ控訴院に対して控訴を行ったのが本件であ
る。
　ヴェルサイユ控訴院は、2018年 １ 月12日、
以下のような理由で、税務当局の控訴を棄却
する判断を下した。
◎ヴェルサイユ控訴院の判決理由
　本件の請求には、1999年 ３ 月31日から2011
年 7 月31日の期間に有効とされる内容での
CGI（税法典）750条の ３ （l’article 750 ter）
の適用があるところ、同条は以下のように定
める。
「無償譲渡税（droits de mutation à titre 

gratuit）の対象になるのは以下のもので
ある。
0.　その贈与者または被相続人（défunt）
が4B 条 に 定 め ら れ る 税 法 上 の 住 所

（domicile fiscal）をフランスに有するとき、
フランスの内外に所在する動産及び不動
産、そして特に、……如何なる性質のもの
であろうと、あらゆる種類のフランス又は
外国の有価証券、
2 a.　その贈与者または被相続人が税法上
の住所をフランスに有していないときは、
フランスに所在する動産及び不動産、そし
て特に、……フランスの有価証券」

　この規定の適用にあたって、信託との関係
でＦが取得した権利が審理されねばならな
い。
　Ｄはその死亡のときに米国に住所を有して
おり、Ｄの相続は米国の法に服した。Ｄの娘
でありＦの母である Elizabeth A は、Ｄの死
後、信託契約の定めにしたがって権利を取得
した。信託契約書 ３ 条によると、本件信託は
受益者連続型（intergénérationnel）である。
つまり、設定者の死後も受託者が引き続き信
託財産を管理し、設定者の子らのうちの最初
の子の死により、設定者の子と孫との間で信
託財産が分配される。即ち、収益は子が取得
し、一定の条件の下、孫たちが信託財産の分
配を受けるものと設定者が決していたものと
認められる。
　この結果、Elizabeth A が有し得たのは信
託の収益のみであって、信託財産の処分権を
有していたわけではない。収益についての
権利は、usufruitier（用益権者）の権利に類
似している。Elizabeth A は信託財産の nue-
propriété については権利を有していなかっ
た。このような権利の分離は信託の性質に合
致したものである。
　Elizabeth A は、信託に付された金融資産
につき usufruit（用益権）を有していたが、
Elizabeth A の死により、usufruit は消滅す
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ることになった。つまり、Ｆは、母である
Elizabeth A の財産権を相続したのではなく、
その有していた usufruit の消滅を引き継いだ
のであるが、こうした usufruit の消滅には課
税はされない。
　Ｆは、信託契約の定めにより、一定の条件
の下、信託財産の一部につき権利を有すこと
ができるものとされていた。この権利は、設
定者Ｄの死後は取り消され得ないものとなっ
た。したがって、Ｄの死のときから、被控訴
人Ｆは信託財産の一部、ないし、その nue-
propriété につき権利を取得したものと認め
られる。その権利は確固としたもの（certain）
であって、単にその現実の取得（remise）が
幾つかの条件に服していたにすぎない。
　そうすると、Ｆは、設定者Ｄの死によっ
て信託財産の一部の nue-propriété の権利を
取得したのであるから、当該権利について
は、母の死よりも前に権利者になっていた
のである。母 Elizabeth A の死がこの nue-
propriété の権利を移転させたわけではなく、
母の死は、信託財産について母が有していた
usufruit を消滅させたのみである。そして、
この usufruit の消滅は、フランスでは課税対
象とはならない。
　証拠によると、設定者Ｄの死亡時、信託
にかかる相続税は既に（米国で）支払われ
ており、この点に争いはない。したがって、
Elizabeth A の死亡時にＦ（被控訴人）が不
当に支払わざるを得なかった無償譲渡税額分
の返還請求には理由がある。原審判断は妥当
であるから、控訴を棄却する。

⑶　2011年法の施行後
　2011年法（46）により、外国信託との関係で
のフランス税法の規律が明確化され（47）、相
続や贈与等に関係する無償譲渡税に関して
は、2011年法14条により、フランス税法典

（CGI）に新たに792-0 bis 条が加えられた。
　792-0 bis 条には、「信託」についての定義
規定が置かれている。すなわち、信託とは、

生前または死因行為により（par acte entre 
vifs ou à cause de mort）、 １ 人または複数の
受益者の利益のために、または、定められた
目的の実施のために、財産又は権利をその法
律関係の下で管理者のコントロールに服せし
めることを目指して、設定者（constituant）
たる人によって、フランス以外の国の法に
基づき成立せしめられる法律関係の全体

（l’ensemble des relations juridiques）である、
とされる。冒頭でも述べたようにフランスは
未だハーグ信託条約を批准していない（48）が、
ここでの信託の定義は、ハーグ信託条約 ２ 条
に定められた「定義」を、ほぼそのまま採用
している。ガイドライン（49）によると、以前は、
課税の有無を決するために、当局は、事実に
照らして、問題となる法律関係の構成・機能
を分析していた。新たな定義規定は、フラン
ス法上、「信託」制度を導入するものではなく、
単に税法との関係で、外国法上の信託の性質
決定のために用いられるのであり、対象とな
る法律関係が CGI 792-0 bis 条の定義に当て
はまらなければ、その法律関係は、フランス
税法上の「信託」とは解釈されない。定義が
示すように、フランス税法上の「信託」と認
められるためには、信託という名称かどうか
は問題ではないし、取消可能かどうか、法人
格を付与されるかどうか、裁量信託かどうか、
といったことは何も問われない（50）。
　なお、フランスにおいては、無償譲渡税の
納税義務を負うのは、原則、譲渡人（被相続
人、譲渡人、信託設定者）の側ではなく譲渡
を受けた者（相続人、受遺者、受益者）である。
　また、無償譲渡税に関する地理的範囲の規
定（CGI 750 ter 条）も改正された（51）。

Ⅲ　ド イ ツ

１.　信託の問題の準拠法
⑴　信託を規律する法
　ドイツもフランス同様、ハーグ信託条約の
締約国にはなっていない。また、ドイツ国際
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私法上も、信託に関する明文の抵触規定は置
かれていない。そこで、信託の問題の準拠法
を決する前提として、やはり信託の問題を如
何に性質決定するかが議論されてきた。しか
し、ドイツ国際私法上は、フランス国際私法
における議論とは異なり、生存者間信託につ
いての準拠法決定と遺言信託の場合とでは区
別して法性決定するという立場が有力であ
る（52）。すなわち、前者の場合は契約の問題
等と法性決定し（53）、後者の場合は相続の問
題（54）と法性決定するのである。このように
遺言信託の場合に相続の問題と法性決定する
理由としては、相続に関する規律を回避する
ような信託の利用は基本的に許すべきではな
いとの考え方が背景にあるようである。
　さらに、特に生存者間信託については、信
託をめぐる法律関係を統一的にではなく、債
権的側面と物権的側面の各部分に切り分け
て準拠法を決定すべきとの考え方もある（55）。
しかし、この両者を「具体的にどのように振
り分けるかという点については、必ずしも見
解は一致して」いないと指摘されている。そ
もそもコモン・ロー諸国の法に基づく信託に
おいては、設定者の定めた一定の目的のため
に信託財産を管理・利用する受託者の義務と
信託への財産移転との双方の統一的構成が重
要（56）であることに鑑みると、これを最初か
ら分断して準拠法を決めるよりも、「信託を
各側面ごとに分解せずに、一体のものと捉え
て法性決定し準拠法を決定した上で、物権準
拠法（信託財産準拠法）などの他の単位法律
関係の準拠法との間での調整をなす」（57）とい
う方向性が支持されることになろうか。
　以上のように、細部については争いがある
ものの、ドイツでの多数の見解に従うと、生
存者間信託における少なくとも信託が有効に
設定されているかどうかの問題の債権的法律
関係については、契約債務の準拠法について
適用される当事者自治の原則に従い、信託設
定者がその信託の準拠法を自由に選ぶことが
できることになる。他方、遺言信託の準拠法

は、従来はドイツ民法施行法（EGBGB）25
条により、被相続人が死亡時に国籍を有して
いる国の法によると解されてきた。
　なお、現在は、契約債務の準拠法の決定に
あたり適用される抵触規則として、ドイツ
において直接的効果を有する EU 規則である

「契約債務の準拠法に関するローマⅠ規則」
が存在する。前述のように（58）、このローマ
Ⅰ規則 １ 条 ２ 号ｈ号は明示的に信託に関する
一部の問題を規則の事項的適用範囲から除
外（59）しており、この規定の射程が問題には
なる（60）。
　また、ドイツにおいて直接的効果を有す
る他の EU 規則としては、2015年に施行され
た「EU 相続規則」（61）もあるところ、この相
続規則 １ 条 ２ 項ｊ号は、信託に関する問題を
EU 相続規則の事項的適用範囲から除外して
いる。他方、EU 相続規則の前文13項は、「信
託の設定・管理・終了に関する問題も、本規
則から除外される。このことは、信託全般の
除外として理解されるべきではない。信託が
遺言により、又は、無遺言相続との関連での
法律に基づいて設定される場合、本規則の下
で相続に適用される法が、財産の移転や受益
者の決定につき適用される。」と規定してお
り、同規則 １ 条 ２ 項ｊ号と同規則前文13項と
は一見矛盾しているようにもみえる。しかし、
この両者については、信託が有効に設定され
ているか否かの問題は EU 相続規則の適用対
象外の問題として、別途定められる準拠法に
より、信託が遺言信託または法定相続の枠組
みで問題になる場合の財産価値の移転と権利
者の決定の問題は、EU 相続規則によって決
せられる相続準拠法による、というように矛
盾なく説明できる、と解され得る（62）。した
がって、EU 相続規則の施行後も、遺言信託
の設定の有効性等を相続の問題と性質決定す
ることに特に問題はないと説かれている（63）。
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⑵ ドイツ法を準拠法とする財産が信託財産
となる場合

　ⅰ　ドイツ連邦通常裁判所の判決（無効と
した例）

　ドイツ連邦通常裁判所は、1984年 6 月13日
の判決（64）で、ドイツ法を準拠法とする債権
を信託財産とする外国法上の信託は無効であ
るとの判断を示した。理由は、コモン・ロー
諸国における信託の特徴である法的権原とエ
クィティ上の利益との分属という法律関係
は、ドイツ法を準拠法とする債権との関係で
は成立し得ない、というところにあった（65）。
　しかし、こうした場合に効力を認めないと
すると、信託設定者の意思は完全に無視され
ることになってしまう。

　ⅱ　適　　応
　そこで、外国法上の信託そのままの形では
ないとしても、機能的に等価のドイツ法上の
別の制度に置換（Umdeutung）できないか
が問われることになる（66）。
　例えば、米国コロラド州に住む夫人（死亡
時には米国の国籍を有していた）がドイツ
所在の動産を含む財産につきコロラド州法
に基づく遺言信託を設定していた事案につ
き、2012年 4 月 ３ 日のベルリン控訴裁判所

（Kammergericht）の判決（67）は、遺言信託は
相続の問題であるとして、動産相続につき適
用される準拠法がドイツ法になることを認定
したうえで、次のように適応を認めた。即ち、
ドイツ法は国内財産の相続につき信託の設定
を許していないので、「受託者」の任命は無
効であるが、「トロイハンダー」または「遺
言執行人」に読み替えられる。また、「受益者」
は、「相続人」と読み替えられる、と。
　このような「適応」は、ドイツ民法140条 

（“Umdeutung”）を根拠として主張されるこ
とがある。さらに、EU 相続規則31条（「物
権についての適応」（68）に関する規定）に依拠
されることもある。

⑶　ドイツ法が相続準拠法になる場合
　遺言信託設定者である被相続人がドイツ国
籍を有する場合などで、相続準拠法がドイ
ツ法になる場合も、原則として、遺言信託
を有効に設定することはできないことにな
る（69）。しかし、「適応」により、ドイツでも
一定の類似の効果を認める余地があり得るこ
とは、前述の2012年のベルリン控訴裁判所の
判決（70）が示すとおりである。

⑷　実務の対応
　EU 相続規則の施行により、相続準拠法
を一定範囲で選択する余地が生じた（71）ため、
今後、米国に住所を有するドイツ国籍者が遺
言信託を設定する場合等は、相続準拠法をあ
らかじめ米国の州法として指定しておくこと
が考えられる。
　また、信託財産がドイツ法の適用を受けな
いようにするために、①財産をまず外国会社
に移し、その後、この外国会社の株式を信託
に移す、または、②財産を外国法域に移して
その法域の法に服すようにし、その後、その
財産を当該法域で信託に服せしめる、ことが
アドバイスされている（72）。

⑸　公　　序
　ただし、外国法を準拠法とする信託設定の
唯一の目的が内国（ドイツ）での課税を逃れ
るためであることが明らかな場合等には、公
序に反するとして、当該外国法に基づく信託
設定の効力がドイツで認められない可能性も
あるという（73）。

２.　信託と税法規定
⑴　外国私法を準拠法とする法律関係に対す

るドイツ税法の適用
　ⅰ　Wienbracke 博士の説明
　外国法に基づいて設定された信託をめぐる
法律関係について、ドイツ税法は適用される
のだろうか。一般論として、ドイツ法の知ら
ない外国法上の制度については、それがドイ
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ツ税法に規定されていない以上、ドイツ税法
の適用はないという考え方もあり得る。しか
し、裁判所は、実体的な私法上の法律関係の
準拠法がドイツ法でないときも、ドイツ税法
の適用はあり得るとの立場をとってきた（74）。
ただし、外国法が私法的法律関係の準拠法
になるときは、ドイツ税法の適用にあたっ
て次のような対応がなされるとして、Mike 
Wienbracke 博士は以下のように、鳥瞰的な
視点から説明する。
　即ち、①外国法上の制度を分析し、②当該
外国法上の制度とドイツ法上の制度とを比較
し、前者が後者の１つに対応するものと認め
られれば、後者に関するドイツ税法の規定が
適用される。もしくは、③ドイツ法上当ては
まる制度が存在しないときは、さらに、「適
応（Anpassung）」によって、「経済的観察
法（wirtschaftliche Betrachtungsweise）」の
手法を用いて、当該外国法上の制度に近似す
る相続または贈与といったドイツ法上の制度
に対応する規定を適用できるかどうかが吟味
されねばならない。④ドイツ法上複数の制度
への該当可能性があるときは、最も納税者に
とって低額の納税額になるような制度が選ば
れるべきである（Grundsatz der mildesten 
Besteuerung）、と（75）。

　ⅱ　Meincke/Hannes/Holtz のコンメンタ
ール

　Meincke/Hannes/Holtz のコンメンタール
では、外国法に基づく取得（Erwerbe）の場
合の相続税法上の性質決定を問題にする（76）。
性質決定の問題は、外国法に基づく事象をど
の基準でもって相続、遺言、遺留分等による
取得として判断するかであり、説得力のある
ものはいまだない。判例法によれば、一つの
方向性が示されている（77）。まず第一に、私
法制度の比較を行うことである。つまり、外
国法によるものをドイツ法のそれと比較し相
当するものとすることを前提に、課税するの
である。外国法によるものがドイツ法に相当

するものがない場合は、課税上の扱いが問題
になる。潜在的な納税義務者の法的地位をド
イツ法に相応（Anpassung）させることが必
要である（78）。決定的に重要なのは、外国法
の形式上の形成ではなく、個々の事例におい
て外国法が定めているものの経済的意義であ
る。財産の経済的意義がドイツ相続税法の取
得に相当する限りにおいて、課税要件が充足
される。外国法の下で実現される状況の経済
的内容に相当する多くの構造をドイツ民法が
定めている場合に、その都度、柔軟な課税の
余地を捉えなければならない（79）。なぜなら、
その最低限の内容に対してのみドイツの課税
が明確になされるからである。
　これに対して、ドイツ相続税法の拡張され
た原則は、純粋に経済的に特徴づけられた利
益税のため、経済的比較メルクマールに合わ
せた性質決定は、無効にされないというこ
とに注意が必要であるとする見解がある（80）。
連邦財政裁判所は、納税義務の可能性は、経
済的観察法に基づくのではなく、むしろ外国
法によって生じた取得の私法上の分析を行
うことでこの原則の足りない部分を補う（81）。
課税要件の適正さの確保について同意するこ
とができる。連邦財政裁判所によれば、経済
的な結果と並び取得の「法律効果」は、国内
の課税要件に相当することが重要である。そ
れに対して、どのように外国法がその取得を
私法上性質決定するかはとるに足らないこと
である。

⑵　1999年相続税法改正
　ドイツ相続税法によれば、死亡による取得、
生前贈与、負担付贈与、一定の要件を満たす
家族に対する財団等の設定は、相続税（贈与
税）の課税事由となる（相続税法 １ 条）。相
続税の納税義務者は相続人、受贈者であり、
死亡の時点で被相続人が内国人である場合、
取得者が内国人である場合に、財産の取得者
は無制限納税義務を負う。被相続人、贈与者、
取得者のいずれもが内国人でない場合は、国
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内財産の取得に対して、取得者は制限納税義
務を負う（相続税法 ２ 条）。贈与の時点で贈
与者が内国人である場合、受贈者が内国人で
ある場合に、受贈者は無制限納税義務を負う。
外国信託は、信託自体が納税義務を負うもの
と信託を透明な存在としてパス・スルー課税
されるものの ２ つに大別される。相続税法上
問題になるのは、信託が透明な存在である場
合で、そのような外国信託の設定による委託
者から受託者への財産の移転をどのように扱
うかである。
　1999年まで、ドイツの判例法上は、生存者
間信託又は遺言信託における委託者から受託
者への信託財産の移転は、課税事由（設定
時課税）と解していなかった（82）。なぜなら、
受益者は信託財産の法的権限を取得しておら
ず、将来の便益を期待するという事実では、
私法上課税すべき財産の移転として構成する
には十分ではないからである。そのため、富
裕層が委託者となり、外国信託を設定するこ
とで、相続税、贈与税を軽減するタックス・
プランニングがみられるようになった。とり
わけ、米国信託を利用したスキームが問題に
なり、連邦財政裁判所は、これまでと同様の
判断をしたため、課税当局は、課税時期を
遅らせることで悪影響があることを認識し
た（83）。
　1999年に、相続税法において、委託者から
受託者への信託財産の移転に対する課税上の
取扱いを導入したのは、外国信託を利用した
課税のループホールを防ぐためであった（83a）。
相続税法 ３ 条 ２ 項 １ 号には、被相続人から指
定した財団（Stiftung）への財産の移転を被
相続人からの贈与とみなすことが定められて
おり、外国法により設定又は拡充された「財
産集合物（Vermögensmasse）」への財産の
移転もそれと同様に扱うことになった。相続
税法 7 条 １ 項 8 号では、生存者間の寄付行為
を生前贈与とみなすことが定められており、
外国法により設定又は拡充された「財産集合
物」への財産の移転も同様に扱われる。同条

同項 9 号では、財産の拘束を目的とする財団
の終了又は社団の解散による取得も生前贈与
とみなされ、外国法により設定又は拡充され
た「財産集合物」の解散による取得、「財産
集合物」存続中の中間権利者による取得も同
様とされる。
　相続税法 ３ 条 ２ 項 １ 号並びに同法 7 条 １
項 8 号及び 9 号は、「財産集合物」の設定
の目的が財産の拘束であり、国外にその住
所又は主たる事務所を有する場合に、財団

（Stiftung）と同列に扱う（84）。ドイツ相続税
法上は「信託」という文言を使わず、「財産
集合物」という文言を用いるが、その定義規
定はなく、その法概念は漠然としたものとな
っている。ドイツ相続税法上の「財産集合物」
に、外国信託が該当するかが問題になる。改
正法の制定過程において、当初草案にあった

「信託」という文言が削除され、「財産集合物」
に変更されている。各国の外国信託はさまざ
まな特徴を持つ（85）。信託の多様性ゆえ、対
象となる信託契約を広くカバーするために、
意図的に拡張した概念を用いたのである（86）。
立法資料によれば、当該規定は明らかに外国
信託を念頭においたものであり、国内の財産
集合物は関係しないということを明らかにす
ることだけを立法者は問題にしていたのでは
ないかとする指摘がある（87）。
　外国信託には、裁量信託、遺言信託、生存
者間信託などさまざまなものがあり、それら
の信託契約がドイツで有効に成立していると
認められていたとしても、ドイツ法では、信
託の区分に応じて課税関係を想定していたか
どうかは明らかではない。まず、ドイツ居住
者によって、遺言信託が設定された場合は、
委託者からその外国信託への財産の移転は死
因贈与による取得とみなされ、被相続人の死
亡時に課税される（相続税法 ２ 条 １ 項 １ 号、
３ 条 ２ 項 １ 号）。ドイツの非居住者が、評価
法121条でいう国内財産を外国信託へ移転し
た場合も同様に扱われる。
　ドイツ居住者（委託者）が生存者間信託を
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設定し、当該委託者が外国信託に財産の移転
を行った場合は、生前贈与とみなされ、移転
時に課税される（同 ２ 条 １ 項 １ 号、同 7 条 １
項 8 号）。生存者間信託設定にあたっては、
受益者の権利を制限、変更する権限を定める
ことができるが、相続税法上は、そのような
撤回可能信託と撤回不能信託の区別を明確に
規定していない。相続税法上は自由に撤回可
能な贈与については、即時課税されるため、
生存者間信託の設定にあたり、撤回可能信託
の税法上の取扱いが問題になる。撤回可能信
託と撤回不能信託は、財産の拘束の有無が重
要であり、委託者によって受益者の変更がで
きる撤回可能信託は、受益者の権利は必ずし
も確定しない。そのため、財産の経済的所有
権が設定者にとどまる場合は、課税されず、
つまり、撤回可能信託は、原則、相続税法 7
条 １ 項 8 号ないし ３ 条 ２ 項 １ 号でいう信託で
はないと解される（88）。撤回可能信託の財産
及び所得は、収益税法上は信託ではなく、設
定者に帰属するため（AO39条）、この点は
相続税法上も尊重すべきであるとされる。

⑶　相続税条約
　次に、租税条約上の扱いをみてみよう。ド
イツが締結した相続税条約は少ないが、その
うち1980年米独相続税条約12条には、「信託」
についての規定が定められている（89）。当該
条項によれば、いずれかの締約国が、遺産又
は信託への財産の移転、遺産又は信託からの
財産の移転にかかる課税時期の認識に関する
自国のルールを適用することを排除するもの
ではないとする（ １ 項）。
　1999年改正前まで、ドイツは、ドイツ居住
者が生存者間信託契約を締結し、米国信託に
財産を移転させた場合に、ドイツでは当該移
転は課税対象とはしていなかった。しかしな
がら、富裕層による外国信託への信託財産の
移転がタックス・プランニングとして問題視
され、相続税法上は課税対象に含まれた。米
独相続税条約12条 １ 項は、国内法の取扱いに

依拠することになっており、改正後は委託者
から受託者への信託財産の移転時に課税がさ
れることになろう。ただし、上述のように、
撤回不能信託や遺言信託のケースでは移転時
課税が行われないことが想定される。
　信託への財産の移転に対して、ドイツが相
続税、贈与税を課税しない場合は、信託の受
益者は、信託への財産の移転から 5 年以内は、
ドイツにおいて移転時課税を選択することが
できる（ ３ 項）（90）。選択権行使の結果、ドイ
ツにおける租税請求権成立前、つまり、受益
者が信託財産を取得する前に、課税されるこ
とになる（91）。当該規定は、委託者から受託
者への信託財産の移転時に課税がされないこ
とを前提にしているが、改正法により、ドイ
ツは移転時課税を導入しているため、その限
りにおいて、 ３ 項の前提とは一致しない。し
かしながら、撤回不能信託や遺言信託の場合
は、移転時課税がされないことが想定される
ことから、その場合に、信託財産の移転から
5 年以内であれば、移転時課税とする選択権
を行使できる可能性がある（91a）。したがって、
租税条約締結時よりも ３ 項の選択権が行使で
きる射程範囲は狭まっているといえよう。
　 ２ 項によれば、信託への財産の移転又は信
託からの財産の移転について、両締約国で 5
年以内の課税時期のズレがある場合は、同条
約13条による相互協議を行うことができる。
そのため、ドイツが移転時課税をとり、かり
に米国の課税時期と異なる場合は、 5 年以内
であれば、相互協議により調整することにな
ろう。なお、ドイツは、信託制度を有する他
の国との間で米独相続税条約のような条項を
含む相続税条約は締結していない。

Ⅳ　日　　本

１.　信託の問題の準拠法
⑴　学　　説
　日本の国際私法上も、フランス・ドイツと
同様、信託準拠法を定めるための明文の抵触
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規定は存在しない。従来、信託の準拠法を検
討するにあたって、理論的には、①「『一つ
の信託につきそのすべての局面に関して一つ
の国の法を準拠法として適用するという考え
方をとる』か、それとも、」②「『信託のさま
ざまな局面ごとに異なる準拠法を適用すると
いう考え方をとる』か」（92）という問いが、最
初に直面する問題として提示されてきた。
　現在の学説としては、信託準拠法の決定に
つき、「法の適用に関する通則法（以下、「通
則法」と呼ぶ）」 7 条以下を直接適用する見
解（93）が多数説であると考えられるが、信託
という単位法律関係を新たに想定した上で、
これに一体的に通則法 7 条以下を類推適用す
るという立場（94）も示されている。
　通則法 7 条以下を直接適用するという立場

（多数説）は、信託準拠法の適用範囲として、
信託設定行為の成立および効力、信託当事者
間の内部関係、信託財産の管理の方法に関す
る事項、等を挙げる。他方、多数説は、「信
託財産をめぐる物権的関係」、及び、遺言信
託の場合の遺言（95）の有効性の問題などは別
の単位法律関係に属する問題と解している。
たとえば、信託財産をめぐる物権関係につい
ては、物権の問題として通則法13条により、
目的物の所在地法に拠ることになる。
　このほかに信託準拠法との関係で適用関係
が特に問題となるのは、相続の問題の単位法
律関係との切り分けであり、たとえば、相続
人の遺留分を侵害するような信託設定につい
ては、「遺留分侵害に該当するかどうかは相
続準拠法によって判断すべきであり、その相
続準拠法が信託を特別に扱っているときに、
信託が有効に成立しているか否かの点のみが
信託準拠法によることになると解すべき」（96）

との考え方が示されている。その他、「信託
準拠法に基づいてなされた信託宣言（……）
を相続準拠法が禁じているときに、その信託
財産が委託者兼受託者の一般の相続財産に含
まれるか」（97）どうかといった個別の問題の扱
いが問われる。

⑵　裁 判 例
　日本においては、渉外的な要素を有する事
案で信託の準拠法について触れた裁判例は極
めて少ない。生存者間信託の事案では、著作
権信託契約の契約書に「本契約は日本国法に
準拠するものとする」との記載があった事案
において、信託契約に基づく著作権管理権限
が契約解除通知後も存続しているか否かにつ
き、これは「法律行為の効力に関する問題で
ある」として、通則法 7 条を直接適用し、当
事者によって選択された地の法によるとした
ものがある（98）。
　また、渉外事案ではないが、遺留分制度を
潜脱する意図で信託制度を利用したとして、
信託の一部が公序良俗に反して無効であると
判断された事件がある（99）。

２.　信託と税法規定
　大正11年の旧信託法（大正11年法律62号）
の制定に伴い、信託税制が導入され、平成19
年に信託法が改正された。現行税法は、信託
の効力が生じ、委託者から受託者に信託財産
が移転した時点で、受益者等に対して信託に
関する権利が贈与（又は遺贈）されたとして、
贈与税・相続税の対象とする設定時課税をと
る（相続税法 9 条の ２ ）。これは、形式上は
受託者に財産が移転するが、課税上は、その
実質に着目し、実質的な利益の享受者である
受益者が、原則として信託財産を有するもの
と扱うものである（100）。この考え方は大正11
年の旧信託法の制定を受けた相続税法でもみ
られ、委託者から受益者の贈与と同じ効果を
有することから、相続税の逋脱を防ぐ必要
性から設定時課税がとられていた（101）。受益
者が不存在の場合は、法人課税信託として法
人税の課税対象となる（法人税法 ２ 条29号）。
なお、受益者不存在信託のうち、将来の受益
者が親族の場合は、受託者に対して相続税、
贈与税が課される（相続税法 9 条の 4 第 １
項）。
　我が国では信託課税にかかる裁判例はほと
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んどみられない。本稿で紹介する中央出版事
件（名古屋地判平成23年 ３ 月24日訟月60巻 ３
号655頁、名古屋高判平成25年 4 月 5 日訟月
60巻 ３ 号618頁）は、米国ニュージャージー
州法に準拠して締結した信託契約について我
が国相続税法 4 条 １ 項（平成19年法律第 6 号
による改正前のもの）等に基づいて行われた
贈与税の課税処分の取り消しを求めて出訴し
た事例である（102）。

⑴　中央出版事件
　●事実関係
　日本国籍を有する訴外父Ａ及び母Ｂの次男
であるＸ（原告、被控訴人）は、平成15年に
米国で生まれ、米国国籍を有していた。Ａの
父であるＦは、平成16年 8 月 4 日、米国信託
会社Ｇとの間で米国ニュージャージー州法に
準拠して、Ｆを委託者、Ｇを受託者とする信
託契約（以下、「本件信託契約」といい、そ
の契約書を「本件信託契約書」、設定された
信託を「本件信託」という）を締結し、同月
26日、500万ドルの米国債を信託財産として
Ｇに引き渡した。本件信託契約書の冒頭には、
本件信託は、Ｆの子孫らのために設定された
旨の記載、本件信託契約 4 条 １ 項には、本件
信託の受益者としてＸの氏名の記載、同 7 条
１ 項には、委託者は、本トラストの目的を満
たすための適正な投資戦略は生命保険証券絵
の投資であると信ずる旨の記載があった。受
託者Ｇは同年 9 月15日、Ａを被保険者とする
生命保険契約を締結し、信託財産から保険料
440万ドルを保険会社に支払った。
　Ｂは、平成15年11月 ２ 日、Ａ及びＣととも
に渡米し、米国で生活し、同年Ｘを米国で出
産した。Ｂは、平成16年 １ 月30日に、ＸとＣ
とともに帰国し、同年 4 月11日までは日本で
生活し、同日 ３ 人は渡米した。Ｂは、平成16
年 9 月 ２ 日、 ３ 人で帰国し、日本の自宅で生
活していたが、平成17年 5 月 9 日、 ３ 人は渡
米し、その後、同年 8 月20日に帰国した。
　Ｘは、平成16年分の贈与税の申告をしなか

ったところ、本件信託行為につき、税務署長
は、相続税法（平成19年法律第 6 号による改
正前のもの） 4 条 １ 項を適用して本件相続に
より取得した財産を基礎に贈与税の決定処分
及び無申告加算税賦課決定処分をした。そこ
で、Ｘは、その取り消しを求めて出訴したと
ころ、「受益者」該当性を否定して請求が認
容された。
　地裁では、①本件信託の設定行為が相続税
法 4 条 １ 項の「信託行為」に該当するか否か、
②Ｘが同条 １ 項の「受益者」に該当するか否
か、③本件信託が生命保険信託に該当するか
否か、④Ｘが相続税法 １ 条の 4 第 ３ 号の制限
納税義務者に該当するか否か、⑤本件信託財
産が国内財産かどうかについて争われたが、
ここでは、①の「信託行為」該当性、②のＸ
の「受益者」該当性を中心に紹介する。

　●地裁の判旨
　⑴　本件信託の設定行為が相続税法 4 条 １

項にいう「信託行為」に当たるか否かに
ついて

　「相続税法 4 条 １ 項の「信託行為」につい
ては、同法にはこれを定義する規定は置かれ
ていない。このような場合、納税者の予測可
能性や法的安定性を守る見地から、税法上の
用語は、特段の事情のない限り、通常用いら
れる用法により解釈するのが相当である。本
件においても、信託行為は、信託法により規
定されている概念であるので、相続税法 4 条
１ 項の「信託行為」は、信託法による信託行
為を意味するものと解するのが相当である。
　そして、信託法 １ 条によれば、信託とは、
委託者が、信託行為によって、受託者に信託
財産を帰属させ、同時にその財産を一定の信
託目的に従って受益者のために管理処分すべ
き拘束を加えるところにより成立する法律関
係であると解されるところ、本件信託も、証
拠・・・によれば、委託者であるＦが、本件
信託の設定行為により、受託者であるＧに本
件信託財産である本件米国債を帰属させ、受
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益者とされるＸのために管理処分すべき拘束
を加えたものと認められるので、本件信託の
設定行為は、相続税法 4 条１項にいう「信託
行為」に当たると認められる（筆者下線）。」

　⑵　相続税法 4 条 １ 項の「受益者」につい
て

　「通則法１5条 ２ 項 5 号によれば、贈与税の
納税義務は『贈与（贈与者の死亡により効力
を生ずる贈与を除く。）による財産の取得の
時』に成立するとされている。そして、相続
税法 4 条 １ 項は、『信託行為があった場合に
おいて、委託者以外の者が信託（省略）の利
益の全部又は一部についての受益者であると
きは、当該信託行為があった時において、当
該受益者が、その信託の利益を受ける権利（省
略）を当該委託者から贈与（省略）により取
得したものとみなす。』と規定している。
　ところで、相続税法において、同法 4 条 １
項と同じように贈与があったとみなす旨を定
めた・・・各規定を通覧すると、いずれも、
受贈者とされる者が贈与とみなされる行為に
よりもたらされる利益を現に有することにな
ったと認められる時に、贈与があったものと
みなすと規定されていると理解できる。これ
らの規定と、通則法１5条 ２ 項 5 号を併せて読
めば、贈与税は、受贈者とされる者が贈与に
よる利益を現に有することに担税力を認め
て、これに対して課税する制度であると理解
できる。
　したがって、相続税法 5 条ないし 9 条と同
様に、みなし贈与の規定である同法 4 条 １ 項
にいう『受益者』とは、当該信託行為により、
その信託による利益を現に有する地位にある
者と解するのが相当である（筆者下線）。」
　「本件信託は、・・・生命保険への投資を内
容とする信託であり、その信託財産500万ド
ルのうち、信託の費用に充てられることが見
込まれる60万ドルを除いた本件信託において
現実に運用することが可能な信託財産となる
440万ドル全てが、本件生命保険の一時払保

険料として払い込まれている。したがって、
本件信託としては、本件生命保険の保険金が
受領できる時、すなわち保険事故であるＡの
死亡した時又は保険期間が満了した時まで保
険金を取得することはできず、本件信託設定
時においては、受益者に対して分配すること
が可能となる資産を有していないことにな
る。そうすると、本件信託の受益者は、本件
信託設定により直ちに本件信託から利益を得
ることはできず、Ａが死亡し、あるいは本件
生命保険の満期が到来して初めて本件信託か
ら利益を得ることが可能となることになる。
　また、Ｘは、本件信託契約において第一次
的には受益者とされているが、本件信託が受
領した本件保険契約に基づく保険金を直ちに
全額受領できるわけではなく、本件信託の裁
量により分配を受け得るのみであり、しかも、
限定的指名権者の指名により、Ｘ以外の者が
本件信託の利益の分配を受けることも可能で
ある。
　以上の事情を総合すれば、Ｘは、本件信託
の設定時において、本件信託による利益を現
に有する地位にあるとは認められないといわ
ざるを得ない。」と判断した。
　それを受けて、Ｙ（国、被告、控訴人）が
控訴し、①Ｘが相続税法 4 条 １ 項にいう「受
益者」に当たるか否か、②本件信託が生命保
険信託に当たるか否か、③Ｘが相続税法上の
制限納税義務者に当たるか否か、④本件信託
財産が我が国に所在するものであるか否か、
⑤Ｘにおいては、贈与税の課税要件である課
税標準を算定できないか否かが争われたが、
ここでは①について取り上げる。

　●高裁の判旨
　⑴　相続税法 4 条 １ 項の「受益者」につい

て
　「相続税法 4 条 １ 項の『受益者』については、
同法にはこれを定義する規定は置かれていな
いため、これについても『信託行為』と同様に、
信託法における『受益者』を意味すると解す
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べきである（筆者下線）。信託法（平成１8年
法律第１08号。以下『現信託法』という。） ２
条 6 項は、「この法律において『受益者』と
は、受益権を有する者をいう。」と定義して
いるところ、本件信託行為時の信託法（大正
１１年法律第6２号。以下『旧信託法』という。）
には『受益者』についての定義規定はないも
のの、上記定義と別異に解すべき根拠はない
から、相続税法 4 条 １ 項の『受益者』とは、

「受益権を有する者をいう。」と解するのが相
当である（筆者下線）。
　そして、「受益権」についても、相続税法
にはこれを定義する規定が置かれていないた
め、信託法における「受益権」を意味すると
解すべきであるところ、旧信託法には「受益
権」についての定義規定はない。
　そこで検討するに、受益権の本質は、信託
財産からの給付を受領する権利（信託受給権）
にあるというべきであるが、受益者は、信託
財産ないし受益者自身の利益を守るために監
督的権能を与えられているのであって、信託
受給権に加えてかかる信託監督的権能も受益
権の内容を構成するものと解される（筆者下
線）。なお、現信託法 ２ 条 7 項は、「この法律
において『受益権』とは、信託行為に基づい
て受託者が受益者に対し負う債務であって信
託財産に属する財産の引渡しその他の信託財
産に係る給付をすべきものに係る債権（以下

『受益債権』という。）及びこれを確保するた
めにこの法律の規定に基づいて受託者その他
の者に対し一定の行為を求めることができる
権利をいう。」と定義しているところ、上記
の解釈は、現信託法 ２ 条 7 項の定義にも沿う
ものということができる。
　以上によれば、相続税法 4 条１項は、いわ
ゆる他益信託の場合において、受益権（信託
受給権及び信託監督的権能）を有する者に対
し、信託行為があった時において、当該受益
者が、その受益権を当該委託者から贈与によ
り取得したものとみなして、課税する旨の規
定であると解される（筆者下線）。

　Ｘは、相続税法 4 条については、１項から
３ 項までを考慮すれば、同法 5 条ないし 9 条
と同様に、受贈者とされる者が何らかの形で
贈与と同様の経済的利益を得ることとなった
と認められるときに、当該利益を贈与によっ
て得たものとみなす規定と解するのが相当で
あるとか、実際に贈与と同一視しうるような
状況が発生した場合に、贈与を受けたと同一
視できる者に担税力を認め、贈与税を課すこ
とにしたものである旨主張し、相続税法 4 条
１項によって課税の対象となるためには、信
託受益権が信託行為の成立と同時に確定的に
帰属することが必要である旨を主張する。
　しかしながら、相続税法 4 条１項の規定は、
課税の公平の観点から、相続税及び贈与税の
回避（課税の繰延べや超過累進課税の回避）
が行われる事態を防止するために、受託者が
他人に信託受益権を与えたときは、現実に信
託の利益の配分を受けなくても（例えば、期
限付受益権の設定）、そのときにおいて信託
受益権を贈与したものとみなして課税するも
のと解される。同条項の立法の経緯について
も、昭和１３年の相続税法の改正の際に、受益
時に課税することとされたが、昭和２２年の相
続税法改正時に信託行為時課税とされ、昭和
２5年の相続税法改正によってもこれが維持さ
れたものであって、その経緯に照らしても、
上記のように解釈するのが相当である。
　なお、相続税法 4 条 ２ 項 ２ 号ないし 4 号
は、〔1〕受益の意思表示がされていないため
に受益者が確定されていない信託、〔2〕受益
者不特定又は不存在の信託、〔3〕停止条件付
で受益権を与えることとされている信託につ
いて、これらの信託は、例外的に受益権の帰
属が浮動状態にあることから、受益者が確定
し（〔1〕）、特定又は存在し（〔2〕）、停止条件
が成就したとき（〔3〕）に、当該受益者に課
税することとした規定であり、受贈者とされ
る者が贈与と同様の経済的利益を得ることと
なったと認められるときに課税するとした規
定ではないから、相続税法 4 条 ２ 項 ２ 号ない
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し 4 号はＸの上記主張の根拠となるものでは
ない。
　また、同法 5 条ないし 9 条との関係につい
ても、信託行為については、上記のとおり、
相続税及び贈与税の回避を防止するとの観点
から、期限付受益権が設定された場合のよう
に、信託行為時に信託の利益の配分を受けな
くても、信託行為時に画一的に課税すること
としたものと解されるから、同法 5 条ないし
9 条の規定から、同法 4 条１項の規定をＸの
主張のように解することはできない（ちなみ
に、本件信託に係るＸに対する課税について
は、本件信託契約 4 条 １ 項の生活費として、
ＣからＸに支払われるべきものであるから、
Ｘに担税力がないとはいえない。なお、本件
生命保険契約がＣにおいて解約可能であるこ
とは後述のとおりである。）。
　さらに、相続税法 4 条１項が『信託（省略）
の利益の全部又は一部についての受益者』と
規定していることについても、これは信託受
益権を元本と収益の受益権に分けることが可
能であり、また、収益の受益者が複数あり得
ることからこのように表現されたものと解さ
れるから、上記の文言もＸの同条項について
の上記解釈を根拠づけるものとは認められな
い。」

　●考　　察
　名古屋地裁では、旧相続税法 4 条 １ 項の信
託行為について定義規定が定められていない
ところ、米国法に基づく信託契約が信託行為
に該当するかが問題になった。裁判所は、旧
相続税法 4 条 １ 項の信託行為は、信託法によ
り規定されている概念であり、信託法上の信
託行為を意味すると解する。本件信託は管理
処分権限自体を否定するものではないので、
信託行為に該当するとした。つまり、地裁は、
借用概念論からアプローチし、相続税法にお
ける「信託行為」の意義は、信託法による信
託行為を意味するとしたうえで、本件信託契
約による信託設定が、相続税法上の「信託行

為」にあたると判断したのである。
　「受益者」の意義について、地裁は、受贈
者が贈与による利益を現に有することに担税
力を認めて贈与税が課税されることから、「信
託行為により、その信託による利益を現に有
する地位にある者」と位置付ける。したがっ
て、信託設定時に直ちに受益者が信託から利
益をえることができないこと、限定的指名権
者が指名されることによりＸが利益を受ける
ことができない可能性があることから、受益
者該当性を否定した。この点は、ドイツ法が
改正により外国信託への財産の移転時の課税
を導入したものの、撤回可能信託については、
財産の拘束といった点からその射程外にある
と解したことと通ずるものがある。それに対
して、高裁は、借用概念につき統一説をとり、

「受益者」の意義を旧信託法の「受益者」す
なわち「受益権を有する者」と解釈した。信
託法の受益者を前提にした解釈によれば、信
託法の受益者には権利と義務があり、信託受
給権と受託者を監督する信託監督的権能があ
るとされる（103）。例えば、新信託法による残
余財産受益者は、信託終了時まで具体的な受
益ができず、かつ、信託財産が現状勇姿で引
き渡されるなどのように残余財産の内容が変
化する場合であっても、信託監督的権能があ
る以上は、受益者であるとする。そのような
立場にたち、高裁は信託監督的権能を有する
として、受益者該当性を積極に解したうえで、
設定時（行為時）課税は、信託設定により相
続税及び贈与税の回避の防止から導入された
ものであることを明らかにしつつ、設定時に
受益者である以上は設定時課税の適用を受け
るとしたのである。
　たしかに、統一説からは信託から利益を得
ていなかったとしても、信託監督的権能を有
する以上は受益者と解釈できよう。このよう
に信託から受ける権利を広くとらえること
で、信託に関する租税法律関係の安定性、租
税回避の抑制といった利点はあろう（104）。し
かしながら、この事例の場合に限って言えば、
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Ｘの年齢からすると（105）、信託監督的権能を
有していたといえるのかどうか、実際にＸ自
身が行使できる状況であったのかどうか、あ
てはめには若干の疑問が残る。
　ドイツは、米国信託を利用することによる
課税時期の延期を租税回避であると問題視
し、外国信託への財産の移転時の課税を導入
している点で、我が国の設定時課税の導入と
問題意識は近いものがある。ドイツは信託法
を制定しておらず、外国信託をドイツ税法上
どのように扱うかということに重点がある。
それに対して、我が国は、古くから信託法を
制定し、信託法改正により財産管理としての
信託の利用が想定されるなど、自国法によっ
て信託設定が可能である。そのため、外国信
託が信託法上の信託行為に該当し、有効に成
立しているかの判断を介して、税法上の信託
規定の解釈を行うことが考えられる。その意
味で、本件高裁判決は借用概念から、第一段
階で当該外国信託を信託法上の信託行為と位
置付け、第二段階で税法上の評価を行ったも
のと評価することができよう。外国信託には
多様なものがあり、信託法上の信託行為に該
当しない場合はどのように判断するのか、外
国信託の性質決定が問題になる。さらに、外
国法上、信託契約が成立せず、日本法上、信
託設定が認められる余地がある場合に、借用
概念である「信託行為」の解釈に、外国法の
解釈が含まれるのか、それとも、我が国国内
法との類型比較といったアプローチによるべ
きかの問題もある（106）。

⑵　外国信託の性質決定
　我が国においても、課税上、外国信託をど
のように扱うかという問題が指摘されてき
た（107）。まず、我が国の税法で用いられてい
る信託は、我が国の信託法上の信託のみを指
すのか、それとも、外国信託も含まれるのか
について考察する。
　現行税法では、信託という用語が使われて
いるが、その解釈が問題となる。税法の解釈

にあたっては、私法上の文言を用いた借用概
念の場合は、他の法分野で用いられているの
と同じ意義に解すべきか、それとも徴収確保
ないし公平負担の観点から異なる意義に解す
べきかが問題になり、この点について我が国
では見解が対立しているところ、他の法分
野と同じ意義に解釈すべきとする統一説が、
法的安定性の見地から望ましいとされてい
る（108）。したがって、統一説からすれば、我
が国税法で用いられている信託という文言
は、信託法上の信託概念を念頭に置いている
と解することができる。上述の中央出版事件
でもこの点を前提にしている。
　しかしながら、税法では、一部の例外を除
き、信託法上の信託の定義は引用されていな
い。これについて、税法における信託課税関
連規定において信託の用語の意義が定められ
ていないことについて、疑問を呈する見解が
ある（109）。我が国税法上の信託は、信託法上
の信託概念を念頭においたものと解したとし
ても、本法である税法規定において信託法 ２
条 １ 項を引用して信託という用語を用いてい
ないこと、明文で信託法の条文を引用する規
定があること、さらには、信託が多義的な概
念であることなどから、それには、信託法上
の信託以外の信託又は信託法上の信託に類似
する法律関係なども含まれるのではないかと
いう疑問である（110）。このような立場からは、
税法の観点から、外国信託であっても、信託
法以外の信託や信託類似の法律関係なども広
く含まれることになるであろう。
　それに対して、我が国の信託法が信託の定
義規定を設けた経緯などから、税法上の信託
の概念は、信託法以外の信託や信託類似の法
律関係を包摂するものではなく、税法におけ
る信託の中心的意義は信託法上の信託と同義
とする見解がある（111）。このような立場をと
ったとしても、近年において要件面と効果面
において信託法上の信託に類似する法律関係
が観念されていることなどから、税法上の信
託の概念は信託法上の信託概念より広く捉え
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ることができるというのである。例えば、外
国の信託は多様であり、我が国信託法の要件
を満たせば法的効果が生ずるとはいいきれな
いことから、その要件に完全に合致しない場
合でも、少なくとも要件、効果の双方が類似
するのであれば、信託税法規定の適用が認め
られる余地が指摘されている（112）。その場合
に、類似性、整合性の課題があり、信託法上
を手掛かりに判断すべきか、それとも、税法
の観点から判断すべきか必ずしも判然としな
い。このような見解は、上述のドイツ法の議
論に類似するものである。外国信託が我が国
の信託法上の信託に該当しない場合であって
も、税法の観点から要件、効果の類似性から
税法規定をあてはめることになろう。
　上述の中央出版事件では、信託の準拠法と
された米国州法ではなく日本法を参照してい
る（113）。当事者が準拠法を選択し、外国信託
が有効に成立していなかった場合に、準拠法
を税法規定の適用上も尊重すべきか、あるい
は、日本の民商法による判断に委ねるべきか
の議論がある。日本の制度のみを対象にして
いる場合と外国法制度を含むことが明らかな
場合を除き、税法で用いられている文言は、
日本法のみを指すのか、外国法が含められる
のかが問題となる（114）。借用概念の統一説を
前提に、外国法を含めることには、多様な外
国制度があり、法秩序の一体性と法的安定性
から批判的な意見がある（115）。
　外国の法形態を課税上どのように扱うかに
ついては、これまでも議論があり（116）（117）、裁
判所でも争われてきた。例えば、我が国の法
制では想定していないハワイ州のジョイン
ト・アカウントが相続財産に含められるか否
かが争われた事件がある（118）。裁判所は、相
続準拠法は日本法であり、相続財産の範囲は
日本法によるが、ジョイント・アカウントに
適用される個別準拠法はハワイ州法であるこ
とから、相続財産該当性を認めなかった。さ
らには、外国のリミテッド・ライアビリティ・
カンパニーやリミテッド・パートナーシップ

といった法形態の法人該当性が問題になった
こともある。例えば、デラウェア州のリミテ
ッド・パートナーシップが「法人」に該当す
るか否かが争われた事件では、下級審の多く
は借用概念の統一説をとり、設立準拠法に依
拠しつつ、内国私法準拠説、外国私法準拠説
に判断が分かれていた（118a）。学説上も、租税
法固有の判定基準による見解、日本の「法人」
概念との等価性を基準とする見解、設立準拠
法を基礎に実質を考慮する見解、設立準拠法
のみに依拠する見解に分かれている（119）。最
高裁は、外国私法準拠説と内国私法準拠説を
併用し、設立準拠法上日本法の法人に該当す
る地位が付与されているか、そうでない場合
は、権利義務の帰属主体として認められるか
否かを検討すべきとした（120）。
　外国信託がエステート・プランニングに用
いられる可能性があることから、取引の前提
として私法と税法の解釈に際して参照される
私法を区別して論ずる意見がある（121）。なぜ
なら、準拠法の選択如何で課税関係が変更さ
れることは課税公平性から問題があるからで
ある。そうだとすれば、遺留分に係る内容等
を含む外国信託の相続の問題については、相
続準拠法の適用が考えられるが、信託準拠法
との優先劣後の関係など課題も多くある。外
国信託の課税関係を考えるうえで、タックス・
プランニングに用いられる可能性があること
から、その国の法概念にない場合の性質決定
と類似制度がある場合の解釈適用の問題は異
なる。ドイツがタックス・プランニング回避
の観点から「財産集合物」という定義に多様
な外国信託を含めていたのに対して、信託制
度を有する日本は、信託法上の信託行為など
の法概念に等価性から外国信託をあてはめよ
うとすることから射程範囲は狭い。
　外国信託の多様化ゆえ、外国信託の居住地、
あるいは信託財産の所在の判定（122）、国際的
二重課税の調整など残された課題も多い。例
えば、米国の信託税法は受託者課税を介した
受益者課税を原則としており、我が国で設定
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時に受益者課税を行うことにより、受託者課
税と受益者課税の経済的二重課税の可能性が
指摘されている（123）。所得課税分野による納
税主体のミスマッチは BEPS プロジェクト
で問題視されていたところであるが、相続税
分野のミスマッチの調整について議論は十分
ではない。米独相続税条約では、異なる納税
主体による調整規定は定められていないが、
両国による信託財産の移転に係る短期の課税
時期のミスマッチを調整する規定が定められ
ている。日米相続税条約では、信託に関する
課税の調整規定は見られない。今後、我が国
でも国際相続の事例が増加し、財産管理とし
て外国信託が用いられることも少なくないこ
とが予想される（124）。そうであれば、国際的
なタックス・プランニングの防止だけでなく、
外国信託の課税時期のズレ、納税主体のミス
マッチによる二重課税の調整、無制限納税義
務の拡張との関係についても検討する必要が
あろう。

Ⅴ　検討（まとめ）

１.　国際私法の観点から
　信託の問題に適用される準拠法をめぐる日
本の国際私法とフランスないしドイツのそれ
とを比較すると、特に遺言信託の準拠法に関
するドイツ国際私法上の立場が、日本やフラ
ンスにおける主流の考え方（および、ハーグ
信託条約の立場）とは異なることが注目され
る。つまり、フランスや日本の国際私法の多
数説（および、ハーグ信託条約の立場）は、
生存者間信託と遺言信託とを区別することな
く当事者自治を適用しようとするが、ドイツ
国際私法上の主流の考え方は、両者を区別し
たうえで、遺言信託は相続の問題として、相
続準拠法に服せしめるのである。
　これは、前述のように、ドイツ国際私法が、
外国法に基づく遺言信託の設定によってドイ
ツ相続法上の重要な規律が逸脱されることは
基本的に許されるべきではないとの考え方を

とっていることの現れであるといえる。しか
し、EU 相続規則が、限定的ではあるが相続
準拠法の選択を認め、相続の準拠法の領域で
も一定範囲で当事者自治を認めたことから、
ドイツ国籍者であっても米国に住所を有する
ような者は、米国の州法を相続準拠法として
選んでおくことができる。ただしドイツ判例
は、ドイツ物権法と信託とは相いれないと判
断してきているため、ドイツ所在財産を直接
に信託財産とすることは今後とも必ずしも容
易ではないと考えられる。
　他方、日本やフランスの国際私法上も、信
託準拠法の適用範囲を限ったうえで、遺留分
権者の範囲や遺留分の内容等の相続の問題に
ついては、別途、相続準拠法が適用されると
するのが多数の立場である（ハーグ信託条約
15条も同様の立場）。そこで、相続準拠法と
信託準拠法との適用関係が問題になり得る
が、どちらかが一定範囲で優先されるのか、
累積的に適用されるのか、法適用に当たって
の「適応」の在り方等、未解決の事項も多い。
　前述のように、フランスでは（ドイツにお
けるのと比べて）、外国法に基づいて設定さ
れた信託の効力が比較的寛容に（柔軟に）認
められてきたとされるが、それは逆にいうと、
信託準拠法が信託財産所在地以外の法域の法
である場合の信託準拠法と財産所在地法等と
の適用関係（125）について、必ずしも厳格なル
ールが確立しているとはいえなかったという
意味にもとれる。信託に関する課税制度等が
整備されるに伴い、財産所在地法上の手続規
定や強行規定が明確化されると、そうした財
産所在地法上の強行的規定の潜脱が許される
わけではないことが今後さらに明らかになっ
てくることも考えられる。
　なお、税法との関係では、税法規定の適
用対象となる私法的関係の確定の問題と税
法規定の解釈の問題とは区別される必要が
ある（125a）。特に、税法規定の解釈という側面
においては、明文上（本稿との関係では、フ
ランス税法典 Article 792-0 bis）、税法上の
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“trust”を「フランス以外の国の法に基づき
成立せしめられる」ものに限定しているフラ
ンス法の場合とは異なり、私法上の「信託」
制度が存在し、さらに税法上も同じく「信託」
の用語が使用されている日本法においては、
そもそも税法規定上の「信託」の概念に「外
国法に基づき成立せしめられる信託」が含め
られるのかどうかも問題になり得る。

２.　税法の観点から
　信託がエステート・プランニングに利用さ
れてきたことから、ドイツも日本も委託者か
ら財産が受託者に移転した時点での課税を導
入した点に類似性が見られる。ドイツは信託
法を有さないことから、外国信託を念頭にお
き、相続税法に「財産集合物」という定義を
置き、「財団」と類似するものとして課税関
係を構築してきた。そのうえで、法文上は明
らかにしていないものの、遺言信託と生存者
間信託を区別して国内法を解釈してきた。限
定的ではあるものの、ドイツは、米国との相
続税条約において外国信託の課税時期のズレ
による二重課税を調整する規定をもつ。
　日本は信託法を有することから、第一段階
では、借用概念を前提とし、信託法上の信託
としての等価性から、外国信託を性質決定し
たうえで、第二段階で課税関係を決定する。
ただし、税法上の信託の概念は、信託法の信
託のみに限定されているのではないため、信
託法上の信託の特徴を前提としてより広範な
概念であるとする見解もあることに留意が必
要である。外国信託の多様性を鑑みれば、信
託が有効に成立し、遺留分侵害の問題がない
のであれば、そのような解釈も可能だと思わ
れる。
　外国信託の利用が今後ますます増加するな
らば、外国信託の居住地、信託財産の所在の
判定、国際的二重課税の調整など残された課
題についても検討していく必要があろう。

Ⅵ　結　　語

　実のところ、本稿の基となる共同研究を税
法研究者と国際私法研究者とで行うにあたっ
て、特に最初は、税法の観点と国際私法の観
点との接点を見つけることに困難を覚えた。
お互いに、「その問題は、自分の専門分野に
おいて解決されるべき問題ではなく、相手の
専門分野で解決されるべき問題なのではない
か」と考えてしまったのである。
　それはともかく、我が国は、ドイツ法やフ
ランス法とは異なって、コモン・ロー上の信
託制度に比較的忠実な信託法を国内法として
有しており、ドイツ法ともフランス法とも異
なる形での信託課税の法を有している。法状
況が全く異なるようでありながら、私法上も、
課税にかかる公法的な観点からも、各国にお
ける問題意識には共通点も見られ、フランス
法やドイツ法の在り方を知ることによって、
日本法の解釈を再検討する契機にもなった。
本稿では取り組めなかった個別論点を含め、
税法分野と国際私法分野といった専門分野の
垣根をこえて、今後さらに比較法的観点から
の研究が深められることを願っている。

【注】
（1） ただし、日本法は信託制度以外について

も英米法の影響を受けているとはいえ、日
本の私法がフランス法やドイツ法等の大陸
法系に属する限りで、わが国における信託
をめぐる私法的規律の在り方は、イングラ
ンドや米国のコモン・ロー系の州における
のとは異なる諸問題を抱え得る。この点、
水野紀子「日本相続法の特徴について」同・
編著『信託の理論と現代的展開』（商事法務、
2014年）195頁以下、参照。

（2） Convention on the law applicable to 
trusts and on their recognition（信託の準
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池原季雄『国際信託の実務と法理論』（有
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